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                              第     2    号 
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 県内では、児童・生徒がスマートフォン等でインターネットのサイト閲

覧中にアダルトサイト等の有害サイトにアクセスし、契約もしていないの

に高額な利用料金を請求される等の事例が多く発生しています。 

  

 生徒の使用する携帯電話に、「アダルトサイトに登録された」旨のメールが届き、生徒

が退会するため、メールを送ってきた業者へ連絡したところ「今日中にお金を払わなけれ

ば退会出来ない」等と嘘の話をされ、多額の電子マネーギフト券を要求されたもの。 

 生徒がアダルトサイトを閲覧していたところ、突然画面に「警告 !ご利用料金未払い」

「速やかに精算手続きを行ってください」「支払わなければ裁判になります」等と表示さ

れ、利用料金名目で現金を要求されたもの。 

 フィルタリングソフトは、子どもに見せたくない有害サイト

へのアクセスを制限するサービスです。お子さんが犯罪被害

に遭わないためにフィルタリングソフトを活用しましょう。 

 ・支払う義務があると分かるまで絶対に料金を支払わない。  

 (児童・生徒等の未成年が保護者の同意なしに行った契約は無効

 となることもあります) 

 ・自分から、相手に連絡を取らない(電話等で相手に問い合わ 

 せると、自分の個人情報を知られてしまう可能性があります) 

お困りの時は、最寄りの警察署または、     
消費生活支援センター 電話048-261-0999 
にご相談ください! 

 


